
○ 護岸復旧方針の策定により、今後は、行政関係者と各旅館等において、具体的な測

量・設計や施工検討、復旧スケジュールの調整等を行うこととなるが、各種調整等を進

める中で、護岸復旧方針の内容変更など関係者全体で議論すべき事項が生じた場合、

本会議を開催する。

今後の本会議の進め方 資料３


